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この手順は、当社が実施する「個人情報保護に関する教育・訓練」の手順です。 

 

年間スケジュールに従って定期的に実施する手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育実施手順 実施責任者：教育責任者 
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教育責任者 個人情報 

保護委員会 

代表取締役  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○年間計画書作成（教育責任者） 

次の項目を考慮して教育年間計画案を作成します 

・前年度の教育結果 

 ・ＰＭＳがスムーズに運用されているか（運用状況） 

 ・社員へのＰＭＳ浸透度合い、社員の意識の高まり 

  

 

○個人情報保護委員会でのレビュー 

作成した計画書は個人情報保護委員会でレビューしま

す。 

参加者の意見を聞き、必要に応じて修正します。 

その後、委員会での承認を行います。 

 

○代表取締役の承認 

個人情報保護管理者が代表取締役に説明し、承認を受け

ます。 

 

○ＰＭＳ年間計画への組み込み（個人情報保護管理者） 

承認を受けた教育の計画を、ＰＭＳ全体の計画に組み込

みます。（日程などを反映させます。） 

 

 

 

 

 

＊年間計画の作成で検討するのは、以下の内容です。 

（１）定期的な教育の実施時期 

（２）定期的な教育の大まかな内容 

（３）新入社員教育の大まかな内容 

 

 

 

手順 Ａ ： 年度計画作成と承認 

年間計画書 
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ＰＭＳ 
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＜Ｂ－１：個別教育計画の作成――教育実施３ヶ月前＞ 

教育責任者 

教育担当者 

個人情報 

保護委員会 

部門管理者  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○教育担当者の決定（教育責任者） 

「教育年間計画」に基づいて、教育を実施する場合の担

当者を決定します。 

教育担当者は、委員会メンバーだけでなく、広く社員か

ら選任し、選任された社員の知識向上を図るようにしま

しょう。 

 

○個別教育計画書作成（教育責任者、教育担当者） 

教育年間計画で設定された教育目的を達成するために

必要な教育の具体的な内容を作成します。 

・教育テーマ、題材、開催予定日、場所 

  

 

○開催日程の調整（教育責任者－部門管理者） 

なるべく全員が一度に受講できるように、関係部門と 

日程調整を行います。 

 

○個人情報保護委員会でのレビュー 

作成した計画書は個人情報保護委員会でレビューしま

す。 

参加者の意見を聞き、必要に応じて修正します。 

その後、委員会での承認を行います。 

 

○開催場所の確保（教育担当者） 

教育を実施する会議室などの場所を確保します。 

 

○関係者への告知 

個人情報保護委員会より、教育の実施について日時など

を連絡（通知）します。 

 

 

 

 

 

 

手順 Ｂ ： 教育の計画から実施、評価の手順 

教育担当者 

決定 

個別計画書 

レビュー 
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＜Ｂ－２：教育の準備－実施－事後処理＞ 

教育責任者 

教育担当者 

個人情報 

保護委員会 

部門管理者  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○教育の事前準備（教育担当者） 

「個別教育計画」に基づいて、事前準備を行います。 

・教材（教育資料）の作成 

・各部門の参加者の確認 

・「受講者名簿」、「テスト」などの準備 

・使用する機材（ＰＣ、プロジェクターなど）の確保、

確認 

 

○教育の実施（教育責任者、教育担当者） 

教育を実施します。 

・「受講者名簿」への自筆サインを集める 

・効果測定のテストを行う 

 

○欠席者の確認（教育責任者－部門管理者） 

当日の欠席者を確認の上、教育責任者が部門管理者に 

・他部門日程での受講 

・追加日程の設定 

など、全員が受講できるよう調整を行います。 

 

○教育の効果の判定 

 回収したテストを集計します。回答内容を確認し  教

育の効果が不足していないか判断します 

  ①不足している：手順Ｂ３「フォロー教育」実施 

  ②十分である：報告書作成に進む 

 

○教育実施記録作成 

 教育担当者は「教育実施記録」を作成します。 

 教育責任者は「教育実施記録」を取りまとめ内容を  

確認し、承認します。 

 

○個人情報保護委員会でのレビュー 

教育責任者が個人情報保護委員会で教育の実施結果を

レビューします。 

参加者の意見を聞き、必要に応じて修正します。 

その後、委員会での承認を行います。 

 

○代表取締役への報告 

 教育責任者が教育結果を報告します。 
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＜Ｂ－３：フォロー教育＞ 

 教育の効果を検討した結果、理解不足が見られるなど、効果が十分に得られていない場合は、 

 そのままにすることはできません。「フォロー教育」では、追加の教育、補習、理解不足を補う 

ための試料の配布、回覧などを必要に応じて選択し実行します。 

 

教育責任者 

教育担当者 
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部門管理者  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○理解不足の内容を確認（教育責任者、教育担当者） 

効果確認テストの結果を集計して、理解不足がどの程度

なのかを確認します。 

  内容の範囲 

 

参加者 

の範囲 

実施した内容の 

全般的に理解不

足が見られる 

実施した内容の 

うち、部分的に

理解不足が見ら

れる 

参加者の多くが 

理解不足である ケース１ ケース３ 

参加者の特定の

一部に理解不足

が見られる 

ケース２ ケース４ 

 

○ケース１：再教育の実施（教育責任者、教育担当者） 

内容の全般にわたって、多数の受講者が理解不足という

ことは、教育の内容、実施方法、教材、資料の内容など

に問題がなかったか検討する必要があります。その上

で、フォロー教育を計画、実施します。 

→手順Ｂ－１に戻って、個別計画作成から実施します。 

 

○ケース２：再教育の実施（教育責任者、教育担当者） 

内容の全般にわたって、一部の受講者が理解不足という

ことは、ケース１同様のフォロー教育を、理解度の低か

った受講者対象に実施します。 

→手順Ｂ－１に戻って、個別計画作成から実施します。 

 

○ケース３、４：資料配付などでフォロー 

（教育責任者、教育担当者） 

このケースでは、理解不足をなった部分を確認し、その

内容を説明する資料を対象者に配布します。 

資料の配布では期待できない場合は、フォロー教育を 

実施します。 

→手順Ｂ－１に戻って、個別計画作成から実施します。 

 

 

再教育 
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